
熊本県情報公開審査会答申の概要 
（平成２８年１０月７日付け答申第１２５号） 

 
１ 事案の概要  

H26.9.2 異議申立人 
情報公開条例（以下「条例」）に基づき、知事（以下「実施機関」）に対

し、次の文書を開示請求（以下「本件開示請求」）。 
（１）添付書類１の別紙４（病院・診療所開設許可事項変更許可申請書）

に添付の②変更前及び変更後の建物の平面図 
（２）同変更許可書、同病院使用許可申請書及び同使用許可書 
（３）添付書類１の別紙６（病院・診療所開設許可事項変更許可申請書）

に添付の②変更前及び変更後の建物の平面図 
（４）同変更許可書、同病院使用許可申請書及び同使用許可書 
（５）添付書類１の別紙８（病院・診療所開設許可事項変更許可申請書）

に添付の②変更前及び変更後の建物の平面図 
（６）同変更許可書、同病院使用許可申請書及び同使用許可書 
（７）添付書類１の別紙９（病院使用許可申請書）に添付の②変更前及び

変更後の建物の平面図 
（８）同使用許可書 

H26. 10.16  実施機関 
本件開示請求に該当する行政文書として特定した文書のうち、以下に示す

文書については、条例第７条第２号及び第３号に該当することを理由に、部

分開示決定（以下「本件部分開示決定」）を行った。 

（１）平成１５年２月２４日付け「病院・診療所開設許可事項変更許可申

請書」に添付されている変更前及び変更後の平面図（以下「本件行政

文書１」という。） 

（２）平成１５年４月３日付け「病院使用許可申請書」及び当該申請書に

添付されている変更前及び変更後の平面図（以下「本件行政文書２」

という。） 

（３）平成２３年１１月８日付け「病院・診療所開設許可事項変更許可申

請書」に添付されている変更後の平面図（以下「本件行政文書３」と

いう。） 

（４）平成２５年３月２５日付け「病院・診療所開設許可事項変更許可申

請書」に添付されている変更後の平面図（以下「本件行政文書４」と

いう。） 

（５）平成２５年４月１７日付け「病院使用許可申請書」に添付されてい

る変更後の平面図（以下「本件行政文書５」という。） 

H26.12.10 異議申立人 
本件部分開示決定を不服として、異議申立て。 

H27.2.24  実施機関 

情報公開審査会に諮問（諮問第１６５号）。 
 



２ 当事者の主張の趣旨  
（１）異議申立人 

 ① 本件部分開示決定を取り消し、開示を求める。 

② 変更後の平面図は、Ａ病院の内部情報であることを理由に、ほとんど黒塗りされ

非開示である。申立人が県と訴訟中であることから、県が明確な意図をもって文書

を秘匿していると考える。 

③ 県は、平面図や関連文書の開示を頑なに拒みながら、一方では「何ら問題ない図

面である」との相反する趣旨を裁判で再三述べている。問題ない図面であれば、お

それることはないはずであり、従って、マスキング等の手の込んだ工作をさせず、

事実解明のために全面開示するのが公正・公平を重んじなければならぬ行政官庁の

あるべき姿ではあるまいか。 

④ 病院内の構造設備（病室、診療室、手術室、検査室等）の大半は、広く一般に詳

細な位置関係等が公表されており、公表されなければ、患者は外来診察や通院・入

院ができず、家族はお見舞いもできない。 

⑤ 本件平面図で、Ｂ保健所が公表している（マスキングしていない）箇所を見ると、

廊下・階段・トイレのみである。これでは、患者や家族はトイレしか利用できない

ことになる。非常識な解釈であり、医療を広く人々に提供する公共的な施設という

病院の特性そのものを否定している。 

  本件平面図のマスキング（大半不開示）は、社会通念に明らかに反しており、到

底容認できるものではない。 
 
（２）実施機関 

 ① 個人の氏名及び職名（公務員を除く。）、一級建築士の登録番号及び氏名につい

ては、条例第７条第２号に該当する個人に関する情報であって、特定の個人を識別

することができるため、不開示とした。 

  ② 設計図作成業者に関する情報については、病院を経営する法人の取引先に関する

情報であり、公にすると法人の正当な利益を害するおそれがあるため、条例第７条

第３号アの規定により不開示としている。 

③ 平面図のうち、広く一般に詳細な位置関係等が公表されていない部分については、

条例第７条第３号アに該当し、公にすることにより当該法人の内部管理情報及び取

引先情報が公開されることとなり、正当な利益を害するおそれがある。また、医療

を提供する施設という特性上、病院は患者の身の安全の確保に加えて、医療機器や

麻薬をはじめとする薬品等の危険物の盗難防止等、安全管理に厳重な配慮が求めら

れる。平面図のうち、広く一般に詳細な位置関係等が公表されていない部分は、病

院の内部管理情報であり、犯罪等に悪用されると、病院等を経営する法人の社会的

信用が損なわれ、正当な利益を害するおそれがあるため、条例条第３号アの規定に

より不開示としたものである。 

 

３ 審査会の判断  

（１）結論 
   本件部分開示決定は、これを取り消し、改めて条例第１１条第１項の規定に基づく

決定を行うべきである。 



    

（２）理由 

① 条例第７条第２号該当性について 
氏名は、特定の個人を識別できる情報であり、また、一級建築士登録番号や役

職名については、氏名と組み合わせることにより、特定の個人を識別することが

できると認められ、本号ただし書きにも該当しないため、不開示としたことは妥

当である。 
② 条例第７条第３号該当性について 

当審査会で調査したところ、当該行政文書を県に提出している医療機関は、開

示請求書が提出された平成２６年９月２日時点では、独立行政法人Ｃが直接運営

する病院となっており、条例第７条第６号で判断すべきだったのではないか、実

施機関に説明を求めたところ、次のとおりであった。 
  ア 当該行政文書の申請者である医療機関の開設者が、平成２６年４月１日か

ら独立行政法人Ｃへ変更されたことは知っていたが、当該医療機関が当該行

政文書を県へ提出した時点では、開設者は、Ｄであったことから、条例第７

条第３号アの規定を適用して、開示不開示を判断した。 
実施機関は、上記のとおり説明しているが、開示請求のあった時点で、開設者

が独立行政法人であれば、条例第７条第６号を適用して、開示不開示を判断すべ

きであったと認められる。 
③ 条例第７条第６号該当性について 

本件行政文書１から５において、設計図作成業者、当該所在地、及び一級建築

士事務所登録番号が記載されており、また、平面図には、縮尺、寸法、病床や機

材の配置関係が記載されていた。 
当審査会では、実施機関が、条例第７条第３号に該当するとして不開示決定し

た部分について、条例第７条第６号に該当するかどうか、検討を行った。 
 ア 設計図作成業者、当該所在地、及び一級建築士事務所登録番号について 
   独立行政法人等が行う事務又は事業は、公共の利益のために行われるもので

あり、県民等に説明する県の責務を重視した判断が必要になることを考慮する

と、支出の相手方である法人等名称に係る部分については、むしろ積極的に開

示すべき内容であり、企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるとまでは

言い難い。よって、当該項目については、開示すべきである。 
イ 平面図について 

当審査会において、条例第７条第６号で不開示該当性を判断するとどうなる

か、実施機関に説明を求めたところ、次のとおりであった。 
a 第７条第３号の規定により不開示とした平面図の不開示部分については、

第７条第６号で判断したとしても、企業経営上の正当な利益を害するおそ

れがある情報に該当し、不開示とする判断に変更はないものと考える。 
実施機関は、平面図については、上記理由により、不開示が適当と判断し、

一方で、患者等の利便性のために、院内に掲示してある案内図に記載されてい

る情報については、広く一般に公表されていると判断し、開示したと主張して

いるが、当審査会では、院内に掲示してある案内図に示されている事項、例え



ば、トイレ、エレベーター、階段、廊下、処置室の名称といった情報はもとよ

り、外来患者とその付添人、入院患者の見舞客等の一般人が立ち入ったり、視

界に入る範囲、例えば、入院部屋の内部構造や視界に入る範囲の寸法等につい

ては、開示したとしても、当該医療法人の企業経営上の正当な利益を害するお

それその他当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは言

えず、開示すべきであると判断する。 
なお、現在の決定内容を見ると、一般に詳細な位置関係等が公表されていな

い部分を病院の内部管理情報として一律に不開示と判断しており、「支障」や

「おそれ」の程度について、個別具体的な検討がなされておらず、実質的なも

のであるという判断が、適切になされたとは言い難い。実施機関は、開示とい

う原則に従い、個別具体的に支障が生じる理由を列挙した上で不開示範囲を決

定するべきであった。 
④  本件部分開示決定について 

本件部分開示決定については、一部適用すべき条文を誤ったと言わざるを得ず、

また、不開示範囲の決定も、個別具体的な検討がなされているとは言えないため、

これを取り消し、改めて条例第１１条第１項の規定に基づく決定を行うべきであ

るとする。 
 



 
 

 

 

諮問実施機関：熊本県知事 
諮問日○○○：平成２７年○２月２４日（諮問第１６５号） 
答申日○○○：平成２８年１０月０７日（答申第１２５号） 
事案名○○○：病院・診療所開設許可事項変更許可申請書等に係る部分開示決定に

関する件 
 

答  申 

 

第１ 審査会の結論 

熊本県知事（以下「実施機関」という。）が病院・診療所開設許可事項

変更許可申請書等について、平成２６年１０月１６日に行った部分開示決定

（以下「本件部分開示決定」という。）は、これを取り消し、改めて熊本県

情報公開条例（平成１２年熊本県条例第６５号。以下「条例」という。）第

１１条第１項の規定に基づく決定を行うべきである。 

 

第２ 諮問に至る経過 
１ 平成２６年９月２日、異議申立人は、条例第５条の規定に基づき、実施

機関に対し、次の行政文書の開示請求（以下「本件開示請求」という。）を

行った。 
 （１）添付書類１の別紙４（病院・診療所開設許可事項変更許可申請書）

に添付の②変更前及び変更後の建物の平面図 
（２）同変更許可書、同病院使用許可申請書及び同使用許可書 
（３）添付書類１の別紙６（病院・診療所開設許可事項変更許可申請書）

に添付の②変更前及び変更後の建物の平面図 
（４）同変更許可書、同病院使用許可申請書及び同使用許可書 
（５）添付書類１の別紙８（病院・診療所開設許可事項変更許可申請書）

に添付の②変更前及び変更後の建物の平面図 
（６）同変更許可書、同病院使用許可申請書及び同使用許可書 
（７）添付書類１の別紙９（病院使用許可申請書）に添付の②変更前及び

変更後の建物の平面図 
（８）同使用許可書 

２ 平成２６年１０月１６日、実施機関は、本件開示請求に該当する行政文

書として特定した文書のうち、以下に示す文書については、条例第７条第２

号及び第３号に該当することを理由に、本件部分開示決定を行った。 
（１）平成１５年２月２４日付け「病院・診療所開設許可事項変更許可申

請書」に添付されている変更前及び変更後の平面図（以下「本件行政

文書１」という。） 

（２）平成１５年４月３日付け「病院使用許可申請書」及び当該申請書に

添付されている変更前及び変更後の平面図（以下「本件行政文書２」



 
 

 

 

という。） 

（３）平成２３年１１月８日付け「病院・診療所開設許可事項変更許可申

請書」に添付されている変更後の平面図（以下「本件行政文書３」と

いう。） 

（４）平成２５年３月２５日付け「病院・診療所開設許可事項変更許可申

請書」に添付されている変更後の平面図（以下「本件行政文書４」と

いう。） 

（５）平成２５年４月１７日付け「病院使用許可申請書」に添付されてい

る変更後の平面図（以下「本件行政文書５」という。） 

３ 平成２６年１２月１０日、異議申立人は、行政不服審査法（昭和３７年

法律第１６０号）第６条の規定に基づき、実施機関に対して、本件部分開示

決定を不服とする異議申立てを行った。 
４ 平成２７年２月２４日、実施機関は、この異議申立てに対する決定を行

うに当たり、条例第１９条第１項の規定に基づき、当審査会に諮問を行った。 

 

第３ 異議申立人の主張 

１ 異議申立ての趣旨 

  本件部分開示決定を取り消し、開示を求める。 

２ 異議申立ての理由 

  異議申立ての理由は、異議申立書等によれば、おおむね次のとおりであ

る。 

（１）異議申立人Ａは、Ｂ病院とＣ病院（現・Ｄ）の結核病床廃止について

不公平・不平等な取扱いを受けたこと等を論点にして、県と裁判中であ

り、熊本地裁に対し、重要な証拠書類として、Ｃ病院の建物平面図等の

文書提出命令を申し立てたが容認されなかった。 

（２）変更後の平面図は、Ｃ病院の内部情報であることを理由に、ほとんど

黒塗りされ非開示である。 

申立人が県と訴訟中であることから、県が明確な意図をもって文書を

秘匿していると考える。 

（３）異議申立人は、一部不開示となった、平成１５年２月２４日付け「病

院・診療所開設許可事項変更許可申請書」に添付されている変更後の建

物の平面図、平成２３年１１月８日付け「病院・診療所開設許可事項変

更許可申請書」に添付されている変更後の建物の平面図、平成２５年３

月２５日付け「病院・診療所開設許可事項変更許可申請書」に添付され

ている変更後の建物の平面図、平成２５年４月１７日付け「病院使用許

可申請書」に添付されている変更後の平面図は、Ｂ病院とＣ病院の結核

病床廃止について不公平・不平等な取扱いを受けたことを証する重要な

文書であると考え、全面開示を引き続き求める。 



 
 

 

 

（４）県は、平面図や関連文書の開示を頑なに拒みながら、一方では「何ら

問題ない図面である」との相反する趣旨を裁判で再三述べている。問題

ない図面であれば、おそれることはないはずであり、従って、マスキン

グ等の手の込んだ工作をさせず、事実解明のために全面開示するのが公

正・公平を重んじなければならぬ行政官庁のあるべき姿ではあるまいか。 

（５）県は、Ｃ病院のために、平成２５年４月に建築された新病棟の補助金

交付条件である増築部分の病床数１０パーセント削減を充足させるため、

平成２３年１１月に廃止され０床となり世に存在しない結核病床を法的

根拠なく復活させ、数字合せのために再度カウントしたのであるが、こ

れは適法な手続を一切経ていない措置である。 

（６）また、Ｃ病院の新病棟竣工は平成２５年４月３０日であるが、竣工直

前に変更申請させている点も（４月１７日申請、同月３０日決裁）、県

の対応はＢ病院に対する理不尽な処分とは真逆であり、明らかに恣意的

である。 

（７）これらの点を明らかにすべく、異議申立人はＣ病院の関係図面の閲覧

を求めて文書提出命令を申し立て、弁論再開を申し立てたのであるが、

県が前述の主張「訴訟に関係がない」等を繰り返した為に容認されなか

った。このことは、当図面が県にとって、訴訟の結果を左右するほどの

都合が悪いものであることを端的に示している。 

（８）無関係であれば、後でも述べるが、変更後の建物平面図をマスキング

して大半を不開示にする必要はないはずである。熊本県情報公開条例（許

認可、補助金交付等の情報は原則開示する）の趣旨からも、異議申立人

の主張を認め、全部開示すべきである。  

（９）熊本県情報公開条例第７条第３号アは、「公にすることにより、当該

法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがあるもの」を不開示情報としているが、熊本県情報公開条例解釈

運用（平成２７年４月）の３９ページで、この規定について、以下のよ

うに解説している。 

  １ 県は、許認可、補助金交付等の事務事業を通じて、法人又は事業を

営む個人の情報を収集しているが、これらの情報は原則として開示す

る。 

  ２ 自由経済においては、法人等又は事業を営む個人の健全で適正な事

業活動に係る情報で、公にすることにより、当該法人等又は個人の権

利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものが記録

されている行政文書は、原則として不開示とすると定めたものである。 

   条例解釈運用基準の１によれば、許認可情報は原則開示することにな

っているにもかかわらず、県は、１ではなく２の解釈を適用して不開示

としたと説明している。すなわち、Ｂ病院とＣ病院は競争上の地位にあ



 
 

 

 

り、Ｂ病院に知れるとＣ病院の利益を害するおそれがあると解釈したと

する建前で不開示としたのである。 

   実態はＢ病院とＣ病院との間には何らの争いも生じていないのである。

Ｂ病院の抗議対象は県であって、Ｃ病院ではない。 

   県は両病院の対応につき、あまりにも不公正・不平等に取り扱ってき

た。（平成１６年当時、両病院は結核病床を共に１０床保持していた。

しかし現在では、県の恣意的差配により公的病院であるＣ病院は０床と

認可され、一方、私的病院のＢ病院は、平成１０年頃より結核患者も殆

ど存在せず、為に専門医師も平成１６年には辞任して不在となっている

が、県はこのことを熟知しながらもなお、結核病床６床の保持を命じて

いる。Ｂ病院は両病院に対する県の差別が極端であることに反発し、初

めて県の指示に従わず、法律に従って一般病床に変更したのであるが、

県は知事勧告を付して、一般病床６床を医療保険が適用できない病床と

なるよう処分してきたのである。また、元の結核病床６床に戻すように

も勧告を付している。） 

（１０）病院内の構造設備（病室、診療室、手術室、検査室等）の大半は、

広く一般に詳細な位置関係等が公表されており、公表されなければ、患

者は外来診察や通院・入院ができず、家族はお見舞いもできない。 

（１１）本件平面図で、Ｅ保健所が公表している（マスキングしていない）

箇所を見ると、廊下・階段・トイレのみである。これでは、患者や家族

はトイレしか利用できないことになる。非常識な解釈であり、医療を広

く人々に提供する公共的な施設という病院の特性そのものを否定してい

る。 

   本件平面図のマスキング（大半不開示）は、社会通念に明らかに反し

ており、到底容認できるものではない。 

（１２）県は、Ｂ病院とＣ病院は競合関係にあるので図面の公表ができない

との見方をしているようにみせかけているが、これは虚言である。 

実際には、両病院は相互補完関係にあり、患者を相互に紹介する密接

な連携関係にもある。 

Ｃ病院で入院・手術後に、療養を要する患者はＢ病院に転院する場合

が多い。また、Ｂ病院にない診療科目等、Ｂ病院ではできない手術・治

療を要する患者は、逆にＣ病院に紹介する。 

両病院は良好な医療連携で結ばれており、職員同士も友好関係にある。

そもそもＣ病院がＢ病院に対し、不公平・不平等な取扱いをした訳では

ない。 

（１３）病院の平面図を公表すると、県の不公平・不平等な取扱いが表面化

されるので、困るのは県であって、無関係なＣ病院ではない。さらに、

県は、裁判において「Ｃ病院の平面図は病棟の模様替えや新病棟建設に



 
 

 

 

当たって、病室の配置や面積等が医療法上の施設基準を満たしているか

を審査するために提出されたものであり、Ｂ病院とＣ病院の結核病床廃

止について不平等な取扱いを受けたことを証する文書に成り得ないから、

熊本地裁は文書提出命令申立を棄却した」と主張する。 

しかし、Ｂ病院はこの図面・文書が県の恣意的差配によりＢ病院に対

し、如何に理不尽な差別的取扱いをしたのか、白日の下に証する文書と

なることからこそ申請しているのである。 

熊本地裁が文書提出命令申立を棄却したのは、前出のとおり、県が「変

更前及び変更後の建物平面図等は１４８枚もの大量に上るもので、（中

略）訴訟をいたずらに混乱させる」、「図面は本裁判とは無関係である」

との虚言の主張を繰り返したからである。同図面を巡る弁論再開の申立

ても、上記意見が容れられたため、認められなかったのである。 

（１４）なお、「平面図のうち、広く一般に詳細な位置関係等が公表されて

いない部分」について、県は、「現在撤去済みの建物の部分を除く」と

している。変更前の建物の平面図のうち、解体した建物（の中に、論点

となっている結核病床があった）については病院の内部管理情報に該当

せず、広く一般に詳細な位置関係等が公表されていない部分であったと

しても、開示しなければならないのである。 

 
第４ 実施機関の説明要旨 

実施機関からの理由説明書等での説明内容を要約すれば、おおむね次の

とおりである。 
（１）個人の氏名及び職名（公務員を除く。）、一級建築士の登録番号及び

氏名については、条例第７条第２号に該当する個人に関する情報であっ

て、特定の個人を識別することができるため、不開示とした。 

 （２）設計図作成業者に関する情報については、本件部分開示決定通知書の

【開示しないこととした部分２】において、「平面図のうち、広く一般

に詳細な位置関係等が公表されていない部分（現在撤去踏みの建物、設

計図作成業者、登録番号の部分を除く）」と記載しているが、実際には、

病院を経営する法人の取引先に関する情報であり、公にすると法人の正

当な利益を害するおそれがあるため、条例第７条第３号アの規定により

不開示としている。 

（３）平面図のうち、広く一般に詳細な位置関係等が公表されていない部分

については、条例第７条第３号アに該当し、公にすることにより当該法

人の内部管理情報及び取引先情報が公開されることとなり、正当な利益

を害するおそれがある。また、医療を提供する施設という特性上、病院

は患者の身の安全の確保に加えて、医療機器や麻薬をはじめとする薬品

等の危険物の盗難防止等、安全管理に厳重な配慮が求められる。平面図



 
 

 

 

のうち、広く一般に詳細な位置関係等が公表されていない部分は、病院

の内部管理情報であり、犯罪等に悪用されると、病院等を経営する法人

の社会的信用が損なわれ、正当な利益を害するおそれがあるため、条例

条第３号アの規定により不開示としたものである。 

 

第５ 審査会の判断 

当審査会は、異議申立人の主張内容及び実施機関の説明内容に基づき、

本件部分開示決定の妥当性について調査、審議した結果、以下のように

判断する。 
１ 本件部分開示決定の妥当性について 
（１）条例第７条第２号該当性について 

条例第７条第２号は、個人に関する情報（事業を営む個人の当該事

業に関する情報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年

月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるよう

な情報が記録されている行政文書については、原則として不開示とす

ることを定めたものである。 
     当審査会で本件行政文書１から５を見分したところ、本件行政文書

１から５すべてにおいて、一級建築士登録番号及び氏名が記載されて

おり、また本件行政文書２の申請書には、当該医療法人の職員の職及

び氏名が記載されていた。氏名は、特定の個人を識別できる情報であ

り、また、一級建築士登録番号や役職名については、氏名と組み合わ

せることにより、特定の個人を識別することができると認められ、本

号ただし書きにも該当しないため、不開示としたことは妥当である。 
（２）条例第７条第３号該当性について 

条例第７条第３号は、法人その他の団体（国、独立行政法人等、地

方公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」とい

う。）に関する情報は、原則として開示するが、事業活動に係る情報

で、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあるものが記録されている行政文書は、原

則として不開示とすることを定めたものである。 
     当審査会で調査したところ、当該行政文書を県に提出している医療

機関は、開示請求書が提出された平成２６年９月２日時点では、独立

行政法人Ｆが直接運営する病院となっており、条例第７条第６号で判

断すべきだったのではないか、実施機関に説明を求めたところ、次の

とおりであった。 
① 当該行政文書の申請者である医療機関の開設者が、平成２６年４

月１日から独立行政法人Ｆへ変更されたことは知っていたが、当該

医療機関が当該行政文書を県へ提出した時点では、開設者は、Ｇで



 
 

 

 

あったことから、条例第７条第３号アの規定を適用して、開示不開

示を判断した。 
実施機関は、上記のとおり説明しているが、開示請求のあった時点

で、開設者が独立行政法人であれば、条例第７条第６号を適用して、

開示不開示を判断すべきであったと認められる。 
（３）条例第７条第６号該当性について 

条例第７条第６号は、不開示情報として、県の機関又は国、独立行

政法人等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることに

より、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるも

のを規定している。その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

を含むことが容易に想定されるものを「次に掲げるおそれ」としてア

からオまで例示的に掲げた上で、これらのおそれ以外については、

「その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるもの」として包括的に規定したものであ

る。 
その例示として、同号オに「県、国若しくは他の地方公共団体が経

営する企業、独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正

当な利益を害するおそれ」がある情報を規定している。 
この趣旨は、独立行政法人等に係る事業については、企業経営とい

う事業の性質上、第３号の法人等に関する情報と同様な考え方で、そ

の正当な利益を保護する必要があり、これを害するおそれがあるもの

を不開示とするというものである。 
ただし、正当な利益の内容については、経営主体、事業の性格、内

容等に応じて判断する必要があり、独立行政法人等に係る事業である

ことに照らして、県民等に説明する県の責務を重視した判断が必要に

なるため、その開示の範囲は第３号の法人等とでは当然異なり、独立

行政法人等に係る事業に関する情報の不開示の範囲は、より狭いもの

となる場合があり得る。 
当審査会で本件行政文書１から５を見分したところ、本件行政文書

１から５において、設計図作成業者、当該所在地、及び一級建築士事

務所登録番号が記載されており、また、平面図には、縮尺、寸法、病

床や機材の配置関係が記載されていた。 
当審査会では、実施機関が、条例第７条第３号に該当するとして不

開示決定した部分について、条例第７条第６号に該当するかどうか、

検討を行った。 
    ① 設計図作成業者、当該所在地、及び一級建築士事務所登録番号に

ついて 
 当審査会において、条例第７条第６号で不開示該当性を判断する



 
 

 

 

とどうなるか、実施機関に説明を求めたところ、次のとおりであっ

た。 
ア 独立行政法人の公共性を考慮すると、企業経営上の正当な利

益を害するおそれがある情報とまでは言い難いため、開示する

ことになると考える。 
 確かに、独立行政法人等が行う事務又は事業は、公共の利益のた

めに行われるものであり、県民に説明する県の責務を重視した判断

が必要になることを考慮すると、支出の相手方である法人等名称に

係る部分については、むしろ積極的に開示すべき内容であり、企業

経営上の正当な利益を害するおそれがあるとまでは言い難い。よっ

て、当該項目については、開示すべきである。 
② 平面図について 

当審査会において、条例第７条第６号で不開示該当性を判断する

とどうなるか、実施機関に説明を求めたところ、次のとおりであっ

た。 
ア 第７条第３号の規定により不開示とした平面図の不開示部

分については、第７条第６号で判断したとしても、企業経営上

の正当な利益を害するおそれがある情報に該当し、不開示とす

る判断に変更はないものと考える。 
 実施機関は、平面図については、上記理由により、不開示が適当

と判断し、一方で、患者等の利便性のために、院内に掲示してある

案内図に記載されている情報については、広く一般に公表されてい

ると判断し、開示したと主張しているが、当審査会では、院内に掲

示してある案内図に示されている事項、例えば、トイレ、エレベー

ター、階段、廊下、処置室の名称といった情報はもとより、外来患

者とその付添人、入院患者の見舞客等の一般人が立ち入ったり、視

界に入る範囲、例えば、入院部屋の内部構造や視界に入る範囲の寸

法等については、開示したとしても、当該医療法人の企業経営上の

正当な利益を害するおそれその他当該事務又は事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるとは言えず、開示すべきであると判断

する。 
 なお、病院という事業の性質上、患者の安全管理や危険物の盗難

防止等に厳重な配慮が求められるという主張は、十分理解できるも

のであり、これらに関する情報を公にすると、「事業の性質上、当

該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」として第６号に

該当する情報はあり得ると考える。 
しかし、「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」とは、実施機関に

広範な裁量権限を与える趣旨ではなく、要件の該当性を客観的に判



 
 

 

 

断する必要があり、事務又は事業がその根拠となる規定・趣旨に照

らし、公益的な開示の必要性等の種々の利益を衡量した上での「適

正な遂行」といえるものであることが求められる。 判断にあたっ

ては、「支障」の程度は名目的なものでは足りず実質的なものであ

ることが要求されること、また「おそれ」の程度も単なる確率的な

可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が要求されるものである

ことに留意する必要がある。 
現在の決定内容を見ると、一般に詳細な位置関係等が公表されて

いない部分を病院の内部管理情報として一律に不開示と判断してお

り、「支障」や「おそれ」の程度について、個別具体的な検討がな

されておらず、実質的なものであるという判断が、適切になされた

とは言い難い。実施機関は、開示という原則に従い、個別具体的に

支障が生じる理由を列挙した上で不開示範囲を決定するべきであっ

た。 
２ 本件部分開示決定について 

本件部分開示決定については、一部適用すべき条文を誤ったと言わざ

るを得ず、また、不開示範囲の決定も、個別具体的な検討がなされている

とは言えないため、これを取り消し、改めて条例第１１条第１項の規定に

基づく決定を行うべきであるとする。 
３ 結論 

   以上により、冒頭の「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。  
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・諮問（第１６５号） 

 

・実施機関から不開示決定の理由説明書を受理 

 

・異議申立人から意見書を受理 

 

・審議 

 

・異議申立人による口頭意見陳述の実施 

 

・実施機関からの説明聴取及び審議 

 

・審議 
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